
① 車両本体価格に値引きが入るケース

⇒ 値引き後の価格をご記入ください

② 車両本体価格と消費税が分かれているケース

⇒ 税込の価格をご記入ください

③ 中古車のオプション・付属品の考え方について

⇒ 販売時点で既に付いているものは対象、購入時に新たに付けるものは対象外

公益財団法人洲崎福祉財団　一般助成申請

車両本体価格　見積書記載例

1,804,000
→180万円

2,188,370
→218万円

268万円

228万円

195万円


